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は じ め に 

介護保険施設等に対する指導については、適正な制度運用を図る観点から極

めて重要であり、その実施に当たっては、介護保険施設等に対する支援として

行うことを基本としておりますが、近年、特にその実施方法の標準化や効率的

な実施が求められています。 
そこで、指導の標準化・効率化の実現を図り、適切な指導を行うための参考

となるよう、介護保険施設等指導指針の内容を補完するものとして、令和２年

度 老人保健健康増進等事業「介護保険施設等実地指導マニュアルの在り方に関

する調査研究報告書」（令和３（2021）年 3 月 国立研究開発法人 国立長寿医療

研究センター）を基に「介護保険施設等運営指導マニュアル」を作成し、具体

的な指導の実施方法等について解説することといたしました。 
本マニュアルでは、「Ⅰ 基本編」として指導に関する基本的な考え方をお

示しし、「Ⅱ 実践編」では具体的な指導の実施方法等について解説しており

ますが、今後、自治体等からの御意見や実施方法の具体例等があれば、検討の

上、随時内容に反映させていきたいと考えております。 
本マニュアルが、介護保険施設等に対し、適切な指導を行うための一助とな

れば幸いです。 
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Ⅰ 基本編 

第１章 介護保険制度における指導監督 

第１節 指導と監査 

１ 指導監督の全体像 

社会全体で老後の安心を支えるため、平成９年に成立した介護保険法（平成
９年法律第１２３号）（以下「法」という。）に基づき平成１２年に創設された
介護保険制度は、制度開始から２０年以上経過し、今や高齢者の介護になくて
はならないものとなっています。また今後も、総人口に占める高齢者の割合は
増加していき、認知症高齢者や単身世帯の増加等、更なる介護需要の増大が見
込まれます。 
法第１条にはその目的として介護等が必要な人の「尊厳の保持」及び「自立

した日常生活の支援」が謳われており、介護保険制度に基づく実際のサービス
の担い手である介護保険施設等1は、利用者（施設入所者等を含む。以下同じ。）
に対し、これらの目的を果たすよう適切にサービスを行わなくてはなりません
が、国や自治体等の行政機関は、これらの責任を担う介護保険施設等が適正に
サービスを行うことができるよう支援する必要があります。 
介護保険制度における指導監督は、介護保険制度の健全かつ適正な運営及び

法令に基づく適正な事業実施の確保のため、法第２３条又は法第２４条に規定
する権限を行使し介護保険施設等指導指針2に基づき行う介護保険施設等に対す
る「指導」、不正等の疑いが認められる場合に行う法第７６条等3の権限を行使
し介護保険施設等監査指針4に基づき行う介護保険施設等に対する「監査」によ
り行われます。 

 

 
1 指定居宅介護サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護医療院、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予
防支援事業者 
2 介護保険施設等の指導監督について（令和４年３月３１日老発０３３１第６号 厚生労働省老健局長通知）別添１ 
3 法第７６条、第７８条の７、第８３条、第９０条、第１００条、第１１４条の２、第１１５条の７、第１１５条の１
７、第１１５条の２７に基づく報告等（立入検査を含む）の権限 
4 介護保険施設等の指導監督について（令和４年３月３１日老発０３３１第６号 厚生労働省老健局長通知）別添２ 
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第２節 指導の目的 

１ サービスの質の確保と保険給付の適正化 

介護保険制度において、サービスの直接的な担い手である介護保険施設等に
は、利用者の尊厳を守り、かつ質の高いサービス提供が求められています。国
及び地方自治体は、指導により、介護保険施設等が適正なサービスを行うこと
ができるよう支援し、「介護給付等対象サービスの取扱い」及び「介護報酬の
請求」に関する「周知の徹底」を図り、「サービスの質の確保」や「保険給付
の適正化」が果たされるよう努めなければなりません。 

なお、介護保険施設等には法令等遵守のための業務管理体制5を構築する義
務があり、自ら法令等（運営基準6や報酬基準7を含む）を遵守する責任があり
ます。 

 
5 介護保険法第１１５条の３２（業務管理体制の整備等） 
6「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）」など、サービスを

行うために守るべき基準に関する厚生労働省令及び解釈通知等をいう。 
7 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１１年厚生省告示第１９号）」など、介護報酬の算定
方法に関する厚生労働省告示及び解釈通知等をいう。 
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２ 指導は行政指導 

指導とは、文字通り行政が行う指導、つまり、行政手続法（平成５年法律第
８８号）第３２条に基づく行政指導であり、行政機関が相手方に一定の作為又
は不作為を行わせようとする行為です。 

行政指導は、法律上の拘束力を有する手段によって求める内容を実現しよう
とする処分行為ではなく、あくまで相手方の任意の協力によってのみ実現され
るものであることから、強制力はありません。介護保険施設等の側に運営基準
違反や介護報酬の不正請求等が認められる場合又はそのおそれがある場合は、
監査を行い違反等の事実関係を明確にした上で、運営基準違反や介護報酬の不
正請求等が認められる場合は、公正かつ適切な措置として、勧告8又は指定取消
等の行政処分を行う必要があります。 

なお、行政手続法第３２条第２項の規定により、行政指導に従わなかったこ
とのみを理由に行政処分（不利益処分）を行うことはできないことに留意する
必要があります。 

 
【参照条文】 

行政手続法（平成５年法律第８８号） 

（行政指導の一般原則） 

第３２条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任

務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手

方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 

２ 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、

不利益な取扱いをしてはならない。 

 
 
介護保険施設等が行政指導に従わなかった場合は、その理由等を分析し、対

応を十分検討しなくてはなりません。介護保険施設等の側に何らかの法令違反
等があるかその疑いがあると認められる場合は、監査9を行った上で、事実関係
を明確にし、公正かつ適切な措置をとる必要があります。 

第３節 指導の根拠 

１ 行政調査の権限 

介護保険施設等に対する指導は、行政機関が法第２３条又は法第２４条に規
定されている権限、つまり、文書や物件の提示や提出の求めや質問等により行

 
8 勧告は行政指導であり、人員や運営基準違反等、勧告内容は法律により限定されている。そのため、返還金の徴収や
報酬請求誤りによる過誤調整の求め等については勧告できない。なお、勧告に従わない場合は勧告に従うよう命令（行
政処分）を行うことになる。 
9 監査において行う立入検査等の権限は行政手続法上の不利益処分ではない。 
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政調査を行って、指導の対象とした介護保険施設等の情報を集め、その結果を
基に行うことになります。なお、立入検査の権限は法第７６条等に規定されて
いますが、法第２３条又は法第２４条には情報を集めるための権限のみが規定
されていて、立入検査の権限については規定していません。 

つまり、法第２３条又は法第２４条では、情報を集めることは可能ですが、
基準等の適合状況について調べるために行政機関が行う法的な根拠に基づく立
入検査を行うことはできません。そのため法第２３条又は法第２４条に基づく
調査及びそれに基づく指導を行う場合は、あくまでも相手方の任意の協力の下
に行われる行政指導に変わりはなく、何らかの具体的な指導を行う場合は、そ
の根拠を示すとともに十分な説明を行い、相手方の理解を得ることが必要です。 

 
【参照条文】 

介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

（文書の提出等） 

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を

受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等（居宅サービス（これに相当す

るサービスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）、居宅

介護支援（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防サービス（こ

れに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービス（これに相当するサー

ビスを含む。）若しくは介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）をいう。以

下同じ。）を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修

を行う者又はこれらの者であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等

対象者」という。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依

頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。 

（帳簿書類の提示等） 

第二十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等（居宅介護住宅改修費の支

給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。）に関し

て必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対

し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記

録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受

けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等

（以下「介護給付等対象サービス」という。）の内容に関し、報告を命じ、又は当該職

員に質問させることができる。 

３ 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 

 



5 
 

２ 行政調査に基づく指導 

法第２３条又は法第２４条に規定する文書や物件の提示や提出の求めや質問
等の調査権限は、行政手続法第３２条の行政指導の一般原則から除外された
（行政手続法第３条第１項第１４号）事実上の行為又は事実上の行為をするに
当たりその範囲、時期等を明らかにするための法令上の手続（＝行政調査）で
あり、行政機関はこれにより情報を収集した結果に基づき必要な行政指導を行
います。また、これらの行政調査の権限の種類は法に限定列挙されているため、
これら以外の行為はできません。 

例えば、法第２３条により指導を行う場合、文書その他の物件の提出・提示
の求め又は依頼の権限を行使するということは、あらかじめ行政機関から徴す
べき内容を指定した文書等（自己点検シート等）で事前に提出を求めるものと、
介護保険施設等に所在する文書その他の物件（原本、現物）といった指導の当
日に求めるもの、これらの内容を確認するということになります。 

一方、法第２４条は、実務的には法第２３条によるものと相違はありません
が、報告は、行政機関が確認したい事項について、介護保険施設等に対し、文
書若しくは口頭で行政機関に説明することを求める行為で、指導当日若しくは
事前提出資料や自己点検シート等であらかじめ報告内容を指定する場合もあり
ます。ただ、何をどのように報告するのかについては介護保険施設等の側に委
ねられることから、それらの内容を確認するためには、介護保険施設等に所在
する帳簿書類等を確認することが必要となります。 

なお、集団指導（後述）は、個別の介護保険施設等を対象に行う行政指導で
はないため、報告等の権限を行使しない場合は、実態としては行政手続法第３
６条に基づく複数の者を対象とする行政指導として実施することになります。 
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第２章 指導による介護保険施設等の支援・育成 

第１節 指導の形態等 

１ 指導の方法 

指導の方法には、集団指導と運営指導とがあり、いずれも介護保険施設等の
適正な運営の確保のために行う支援及び育成の観点から行われるものです。 

集団指導は、正確な情報の伝達・共有による不正等の行為の未然防止を目標
としており、いわば介護保険施設等に対し情報のインプットを図るものです。
つまり、介護保険施設等が介護保険制度に基づくサービスを適正に行うために
は、正確な情報が必要となるため、行政機関は、必要な情報の発信及び伝達に
ついて、漏れの無いように確実かつ一斉に行う必要があります。 

一方、運営指導は、介護保険施設等ごとに、介護サービスの質、運営体制、
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介護報酬請求の実施状況等の確認のため、原則、実地に行うものです。また、
運営指導は、集団指導で発信及び伝達した情報が確実に介護保険施設等の側に
届いているか確かめる機会、つまり、介護保険施設等が行うサービスについて、
日々のサービスで正しくアウトプットができているか確認する機会であるとも
いえます。 

このように集団指導と運営指導は、指導という車の両輪であり、特に集団指
導により情報のインプットを確実に行うことで、運営指導が効果的に行うこと
ができるものと考えられます。 

２ 介護保険施設等に対する支援及び育成 

介護保険施設等においては、それぞれが構築した業務管理体制10に基づき、
自ら法令や基準等のルールを遵守することが求められますが、行政機関は、指
導が相手方の任意の協力によってのみ実現される行政指導であることを踏まえ
ると、介護保険施設等が法令等を遵守し適正にサービスを行うことができるよ
う支援し、自ら法令や基準等のルールを遵守しようとする介護保険施設等の育
成を図っていくという役割を担っています。その結果として介護保険施設等が
行うサービスの質の向上が図られ、よりよいケアの実現が図られるものと考え
られます。 

また、指導を行う根拠となる法第２３条又は法第２４条の権限の行使は、相
手方の情報を収集するという行政調査であり、それに基づく指導は行政指導で
あることから、そもそも違法行為の取り締まりのために行うものではなく、ま
たそれも不可能です。特に法第２４条の権限は、居宅サービス等を行った者又
はこれを使用する者がそれに従わない場合等においては罰則が適用されること
もある（法第２１３条）かわりに、当該権限は犯罪捜査のため認められたもの
と解釈してはならないとされていることに注意が必要です（法第２４条第４
項）。行政機関は、指導の場においては、介護保険施設等に対する支援につな
がる指導を行うことが求められます。 

第２節 集団指導 

１ 集団指導の実施主体と対象 

集団指導は、行政指導であるため、都道府県又は市町村が主体となり実施す
るもので、都道府県又は市町村の単独での実施や、他自治体との合同実施も可
能です。また、参加者は管理者等の現場責任者が相応しいものと考えられます。
開催方法としては、例えば他団体等との共催や、事業者向け研修等との合同開
催も考えられますが、都道府県又は市町村担当者が介護保険施設等に対して行
う説明は、すべてが行政指導となるため、その参加者がどのような業務を担当

 
10 介護保険法第１１５条の３２ 
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しているのか等を考慮し、行政指導の場として相応しい場であるかよく検討し
ましょう。 

なお、対象は、指定又は許可の権限を持つ全ての介護保険施設等となります
が、法第７１条に基づくいわゆるみなし規定により法第４１条に基づく指定が
あったものとみなされた居宅サービスを提供し介護報酬を請求している（予定
も含む）保険医療機関又は保険薬局についても含まれます。 
 

２ 集団指導の実施頻度と内容 

集団指導は、年１回以上行います。例えば、一度ではなく場所や時期を分散
させての複数回実施、新規指定や管理者の変更があった介護保険施設等を対象
として別途実施するという形も考えられます。集団指導は、地域の実情にあっ
た形で工夫して行うことが必要です。 

また、内容は参加者が参加する意味のあるものとなるように、介護給付等対
象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、高齢者虐待事案を
はじめとした過去の指導事例等を中心にカリキュラムを検討しましょう。 
 

３ 集団指導の方法 

（１）講習等の方法 

講習等による場合は、特定の日時と場所を、集団指導を主催する自治体が決
めて行うことになりますが、参加が見込まれる人数等、想定した規模を超えな
いよう注意しましょう。また、講習等による場合は、行政機関からの説明が主
になりますが、介護保険施設等の支援・育成の観点から、質疑応答時間を確保
する等、参加者との対話が図られる環境を確保することが重要です。当日にす
べての質問に答えるのが困難な場合は、後日に回答する等、参加者からの質問
に対しては必ず対応するようにしましょう。 

なお、参加者の出欠状況については必ず把握するとともに、欠席者には関係
資料を送付する等（自治体ホームページへの資料掲載の場合はダウンロードを
促す等の方法も含む）により、集団指導の内容を必ず伝えましょう。 

（２）オンライン等の活用 

この集団指導は、基本的には介護保険施設等の管理者等を一か所に集合させ
て行うことを想定していますが、オンライン等の活用、つまり自治体のホーム
ページへの資料の掲載や説明動画の配信等による実施も可能です。ただし、集
団指導はあくまでも行政指導であることから、情報の伝達漏れを防ぐため、資
料の閲覧や動画の視聴状況の把握が必要です。不参加者に対しては、使用した
資料の送付や説明動画のホームページ掲載であればそのURL を周知する等、集
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団指導の内容を確実に伝達するとともに、資料の閲覧や動画の視聴がなされた
ことの確認が必要です。なお、オンライン等の活用により集団指導を行う場合
であっても、参加者からの質問には必ず答えるようにしましょう。 

第３節 運営指導 

１ 運営指導の実施主体と対象 

（１）運営指導の実施 

運営指導は、都道府県又は市町村が主体となり、都道府県又は市町村がその
指定、許可の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に、計画的、かつ個別に
原則実地により行います。 

また、法第７１条に基づくいわゆるみなし規定により法第４１条に基づく指
定があったものとみなされた居宅サービスを提供する保険医療機関又は保険薬
局に係る考え方については集団指導と同様です。 

また、区域外から指定を受けている地域密着型サービス（予防含む）の事業
所については、所在地の市町村において計画的に運営指導が行われるべきです
が、必要に応じ、区域外指定を行っている市町村と共同して運営指導を行う等
の連携が必要です。 

（２）運営指導の形態 

運営指導は、自治体単独で行う一般指導という形と、厚生労働省及び都道府
県又は市町村、都道府県及び市町村が合同で行う合同指導という形があります。 

一般指導は、法第２３条又は法第２４条に基づき、当該介護保険施設等に対
し自治体単独で実施頻度や個別事由を勘案し、毎年度、計画的に実施するもの
です。 

一方、合同指導については、厚生労働省が都道府県又は市町村と合同指導を
行う場合は、法第１９７条第２項に基づく報告徴収等と併せて実施することと
しており、厚生労働省が都道府県又は市町村と調整し計画します。また、都道
府県が市町村と合同指導を行う場合についても、同条第３項に基づく都道府県
知事の市町村長に対する報告徴収等と併せて実施することが望ましいものとい
えます。 

なお、合同指導であっても、厚生労働省又は都道府県が実施する場合は法第
２４条、市町村が実施する場合は法第２３条に基づき運営指導を実施します。 

２ 運営指導の方法 

（１）実施方法 

運営指導は、原則、介護保険施設等の関係者から関係書類等を基に説明を求
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め面談方式で行います。法第２３条又は法第２４条に基づく権限は、行政機関
が情報を収集するために行うもの、つまり、これらの権限は行政機関が介護保
険施設等に情報を出すように求める性質のものであることから、行政機関は、
必要な情報を持っている介護保険施設等の側から関係書類等の提出等を受ける
とともに、事業の運営状況や法令等への適合状況について説明を受けることに
なります。これらの権限は、行政機関自身が検査するという立入検査ではない
ため、介護保険施設等からの説明により内容の確認を行うという形になります。 

なお、運営指導は実地に行うことを想定していますが、施設・設備や利用者
の状況以外の実地でなくても確認できる内容（後述の「最低基準等運営体制指
導」及び「報酬請求指導」に限る。以下同じ。）の全部又は一部事項にかかる
確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等（オンラ
イン会議システムや自治体ホームページ等）を活用することが可能です。 

ただし、これには介護保険施設等の理解が必要であるとともに過度な負担と
ならないよう十分に配慮しなければなりません。例えば、オンライン会議シス
テム等を活用すれば行政機関と介護保険施設等側とで即時での対話が非接触に
より可能ですが、この方法の導入にあたっての必要な設備の整備等については、
介護保険施設等側の過度な負担とならないよう配慮しなければなりません。ま
た、確認文書を確認する場合における、それらの共有方法について、遠隔で行
う場合は、セキュリティの確保は当然のことですが、介護保険施設等に対して
大量のコピーを求める等の過剰な手間を発生させないよう、また、当該方法を
強制させることのないよう、実施方法については十分な配慮が必要です。 

なお、実地でなくても確認できる内容について、オンライン会議システム等
を活用しない、遠隔による非接触によらない方法、つまり、指導対象の介護保
険施設等以外の場所を設定し、対面で運営指導を行うことも可能ということに
なりますが、確認文書の運搬に十分注意し漏洩等がないように取扱いには十分
注意しなければなりません。ただ、感染症等の発生により、人と人との接触に
懸念がある場合は、そもそも対面による方法は避けるべきです。 

（２）介護保険施設等による自己点検 

当該年度の運営指導の実施に当たっては、事前に集団指導を受けていること
が望ましく、さらに基準等への適合性に関しては、介護保険施設等自身による
自己点検が行われることが望ましいといえます。特に法第１１５条の３２に基
づき届け出ている業務管理体制における法令遵守責任者は、法令等遵守が果た
されるよう取り組む責任があり、法令遵守責任者の指揮の下で自己点検を行う
ことが期待されます。 

運営指導においては、少なくとも介護保険施設等指導指針に定める確認項目
及び確認文書（内容の詳細は本マニュアルで設定。別添を参照。）の範囲のも
のについては、介護保険施設等自身で点検すべきものです。 

ただし、本来、介護保険施設等が遵守すべき法令等は確認項目及び確認文書
で取り上げた内容だけでなく、介護保険法にまつわる全ての法令通知等である
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ことは言うまでもありません。 
行政機関は、まずは介護保険施設等が自らの意思で自己点検を行うことがで

きるよう支援を行う必要があります。 

（３）確認項目及び確認文書 

別添「確認項目及び確認文書」を定めた目的は、介護保険施設等の増加や自
治体間での確認項目や実施状況の差異の解消のため、運営指導の標準化や効率
化を図る必要があり、それにより多くの事業所に対して運営指導を行うことで
サービスの質の確保や利用者の保護を図ることです。 

このような趣旨から、確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認を行
わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものと介護保険施設等指
導指針において定めており、これらに基づき運営指導が行われることが求めら
れます。 

ただし、内容に不備がある等、確認文書では確認項目が確認できない場合は、
当該確認文書以外の文書等を提示等するよう介護保険施設等側に求めることは
可能です。 

また、本マニュアルで定めた確認項目及び確認文書には、各項目について、
個別サービスの質を確認する事項と、個別サービスの質を確保するための介護
保険施設等における必要な体制状況を確認する事項の二つのカテゴリーがあり
ます。 

前者は、適切なケアマネジメント・プロセスに基づいたサービスが提供され、
かつ高齢者虐待や適切な手続きを経ていない身体的拘束等（身体拘束及びその
他の制限。以下同じ。）が行われていない状況かどうかに着目し利用者へ行う
サービスの適正性を確認するものです。また、後者は、利用者に対し適切なサ
ービスが行われるよう、介護保険施設等としての体制を確認するものです。 

なお、各種加算に係る介護報酬請求の確認等に関しては、人員体制に関する
もの等の他は、確認文書に限定せず、それぞれの要件にかかる文書等を求め、
それにより算定要件の適合状況を確認することになります。 

以上のとおり、確認項目及び確認文書は、行政機関が運営指導を実施する上
で、その方法等の標準化及び効率化を図るために確認すべき内容を絞った最低
限のチェックポイントです。運営指導の過程で確認項目及び確認文書以外の部
分で各種サービス毎の基準等に違反している状況が著しいことが認められた場
合は、違反が運営全体に及んでいる可能性も否定できないため、監査を行い、
事実関係を確認します。 

 

３ 運営指導の内容 

（１）介護サービスの実施状況指導 

運営指導のうち、主として利用者に対するサービスの質を確認するために行
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う指導で、確認項目及び確認文書のうち、主に個別サービスの質を確認する事
項について、実地に確認し必要な指導を行うものです。 

この指導では、確認項目及び確認文書によるケアマネジメント・プロセスに
基づくサービス実施の確認の他、特に施設系サービスや居住系サービス、通所
系サービスにおいては、サービスを受ける利用者の生活実態の把握により、サ
ービスの適正性の確認や高齢者虐待及び適切な手続きを経ていない身体的拘束
等の発見や防止について、行政機関の担当者が現場で実態を目視し、関係者か
ら状況を聴取することにより確認することを想定しています。 

また、確認項目及び確認文書の中で施設又は設備について規定のあるサービ
ス種別の場合は、それらは現地に行かなければ確認できないことから、それら
についても併せて確認を行います。 

なお、利用者に関する文書は、介護保険施設等に保存されていますが、行政
指導の任意性及び個人情報保護の観点から、現地において閲覧し、内容の確認
を行うことが望ましく、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７
号）（以下「個人情報保護法」という。）に規定する個人情報11の提出を受け保
有個人情報12とする場合についても、それらが個人情報保護法に規定する要配
慮個人情報13又は条例要配慮情報14に該当する場合があることから、行政機関と
して適切な取扱いを行うことが求められます。 

（２）最低基準等運営体制指導 

この指導は、サービス種別毎の基準等に規定する運営体制を確認するために
行う指導で、確認項目及び確認文書のうち、個別サービスの質を確保するため
の体制に関する事項について確認し必要な指導を行うものです。 

この指導でも、確認項目及び確認文書により運営体制の確認を実地に行うこ
とを想定していますが、上記（１）の指導とは異なり、確認項目及び確認文書
の全部又は一部について、現場に行かなくても確認可能と判断できる場合は、
実地以外の方法、２（１）のとおり、オンライン会議システム等を活用するこ
とが可能です。 

（３）報酬請求指導 

この指導は、報酬基準に基づき介護保険給付の適正な事務処理を支援し、要
件に適合した加算に基づくサービスの実施を支援することにより、不正請求の
防止と制度管理の適正化を図ることを目的として、それによりサービスの質の
確保やよりよいケアの実現を目指すものです。具体的には、主として介護保険
施設等が届出等で実施する各種加算に関する算定及び請求状況について確認し

 
11 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項 
12 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第 60 条第 1 項 
13 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第３項 
14 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第 60 条第 5 項 
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ます。一部の確認文書を活用し確認できる場合もありますが、基本的には基準
等に定められている各種加算等の算定要件にかかる文書等により、その適合性
について確認します。 

また、加算報酬の請求については、その算定要件が満たされていても、取扱
いが不十分である場合は、正しい理解に基づく取扱いをするよう改善指導を行
う必要があります。 

この指導でも、基本的には実地に確認を行うことを想定していますが、現場
に行かなくても確認可能と判断できる場合は、実地以外の方法、上記（２）の
指導と同様に、オンライン会議システム等を活用することが可能です。 

なお、介護報酬の基本報酬部分については、算定している単位数が実際のサ
ービスに相応したものであるか確認します。 

（４）各指導の実施方法等 

上記（１）～（３）の指導はこれまでと同様に、通常は同時に実施すること
を想定していますが、指導事務の効率化や効果、緊急性等を勘案し、それぞれ
別の時期に実施することも可能です。 

例えば、上記（１）～（３）の指導に優先順位を付け、いずれかを集中して
実施することとし、それぞれを当該年度内又は年度ごとに実施するような場合、
また、感染症等の流行により当該年度に実地に行うことができない場合に実地
が必要な上記（１）を次年度以降に延期し、（２）及び（３）についてのみ介
護保険施設等による自己点検の実施と実地以外の方法（オンライン会議システ
ム等の活用等）で確認項目及び確認文書に基づく指導を行う等の方法が考えら
れますが、延期した（１）の実地による指導についても、状況が改善した場合
は、追って実施することが必要です。 

つまり、上記（１）～（３）の指導については、一の介護保険施設等に対し
実施時期を分けた場合、３種類全ての指導を実施した場合に運営指導の実績が
あったものと考えます。 
 

４ 運営指導の実施頻度 

運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも１回以上、
指導の対象となる介護保険施設等について行います。この実施頻度については、
介護保険施設等の数等の地域の状況や必要性等に照らして、当該期間内の実施
回数を増やすこと（毎年次、新規指定時、更新時、報酬改定時等）も可能です。
なお、居宅サービスのうちの居住系サービス、地域密着型サービス（居住系サ
ービス又は施設系サービスに限る。）、施設サービスについては、これらが利用
者の生活の場であること等を重視し、３年に１回以上の頻度で行うことが望ま
しいものと考えます。 

 
〈３年に１回以上の実施が望ましい介護保険施設等〉 
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サービスの分類 介護保険施設等の種類 

居住系サービス（地域密着

型サービスを含む） 
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介

護、地域密着型特定施設入居者生活介護 
施設系サービス 
（地域密着型サービス） 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

施設サービス 介護老人福祉施設、老人保健施設、介護医療院 
 

５ 運営指導に関する留意点 

（１）運営指導の実施通知 

運営指導は、介護保険施設等の支援が大きな目的であることから、計画的に
実施すべきものです。そのため介護保険施設等の側の対応者の勤務状況等を考
慮し、実施予定日のおおむね１月以上前までに当該介護保険施設等に対し実施
する旨の通知を行います。 

なお、緊急時等、必要に応じ速やかな状況確認が必要な場合、事前に通知を
行うことなく、運営指導開始時に文書により通知することで運営指導を実施す
ることも可能ですが、法第２３条又は法第２４条に基づく運営指導は、あくま
でも相手の任意の協力を前提に行われる行政指導であることに注意が必要です。 

また、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平
成１７年法律第１２４号）（以下「高齢者虐待防止法」という。）に基づき市町
村が虐待有と認めた場合若しくは高齢者虐待等により利用者の生命又は身体の
安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合（以下「人格尊重義務
違反」という。）は、法第２３条又は法第２４条に基づく運営指導ではなく、
事前に通告を行うことなく速やかに監査（立入検査等）を行い事実関係の確認
が必要です。 

（２）書面指導の廃止 

いわゆる書面指導については、平成１８年度以降の介護保険施設等指導指針
で廃止しています。ここでいう書面指導とは、行政機関が指定した様式を使い、
指定した内容について書面に記入し、それを報告させ、それのみをもって指導
（行政指導）を行うことを想定しています。 

このような書面指導は、報告や文書の提示を求めることについては適切な行
政行為ですが、書面のみで、介護保険施設等が所有又は保管している文書や物
件、帳簿書類等を実際に見ないままでは情報が不足しているため適切な指導を
行うことは困難です。 

また、介護保険施設等に対し書面の作成を求めて提出させることになれば、
介護保険施設等の側では指定された書面の作成業務が生じ、行政機関でも書面
の確認作業が生じますが、行政機関が直接確認していない、正確な情報が不足
しているかもしれない書面を確認するだけでは確認したことにはなりません。
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業務省力化や効率化の観点からも、書面から得られる情報のみを根拠とした指
導は行わないようにしましょう。 

一方、介護保険施設等が自ら行う自己点検については、自己点検が行いやす
いよう、行政機関が自己点検シートのようなチェック表を示し、運営指導前に
自己点検させ、それを提出させるということが一般に行われています。しかし、
自己点検シートの提出のみをもって運営指導を行った又は自己点検シートの結
果のみを根拠に運営指導を行う、というやり方では、上記の書面指導と変わら
ないということになります。運営指導においては、施設・設備や、確認文書を
実際に見て確認し、管理者等の話を聞き、その上で指導することが必要です。 

（３）運営指導の効率的な実施 

運営指導には効率的な実施が求められており、所要時間の短縮が必須となっ
ています。運営指導においては、確認すべき内容を確認項目及び確認文書に絞
ることや加算報酬について自己点検を励行する等により、一の介護保険施設等
当たりの所要時間の短縮につながるよう工夫が必要です。これは、介護保険施
設等と自治体双方の負担を軽減することにもつながり、運営指導の実施頻度の
向上を図り、運営指導の効率的実施に資するものです。 

なお、運営指導の３種類の指導について、時期を変えて行う場合の所要時間
の合計と、それらを併せて同時に実施した通常の場合の全体の所要時間とは、
おおよそ同程度となるように計画し、実施してください。例えば、通常３時間
程度で行われている運営指導を、３つの各指導に分けて実施する場合でも、そ
れぞれ３時間ずつ計９時間となるようなことは絶対に避けなければなりません。
また、運営指導は、計画した所要時間を超えないよう注意しましょう。 

次に、運営指導の複数の対象が同一の所在地や近隣にある場合は可能な限り
同時に運営指導を実施するよう検討しましょう。また、老人福祉法等の関連す
る法律に基づく監査との連携については、介護保険施設等の状況も踏まえた上
で、自治体の担当部門間で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことも検
討してください。 

（４）書類等の取扱い 

運営指導における確認すべき文書等の確認作業についても効率的に行わなけ
ればなりません。これら文書等の保存年限は、２年から５年程度に定めている
場合が多いと思いますが、運営指導においては、運営指導を行う年度の前年度
から直近（おおむね１月程度前まで）の実績に係るものを対象に確認すること
としており、状況に応じ、その範囲の中で一部の期間のみを対象とすることも
可能です。運営指導の過程で保存すべき文書等がない等の不明な点が見つかっ
た場合は、それよりも過去の状況を確認せざるを得なくなりますが、そのよう
な事態ともなれば、法令違反や不正な行為が行われている可能性があることか
ら、事実関係を確認するため監査を実施する必要があります。 

また、利用者へのサービスの質を確認するため、その記録等を確認する場合
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は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として３名以内とするととも
に、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員１人あたり 1
名～２名の利用者についてその記録等を確認することとしています。これも確
認すべき文書の対象期間の制限と同様、まずは一部を抽出して確認をすること
で効率的に運営指導を実施するものです。当然、その３名程度の関係文書等の
確認で不明な点が多く発見されるようであれば、他にも問題がある可能性が高
いことから監査の実施も考えられます。 

また、介護保険施設等における事務負担軽減の観点から、事前や当日に提出
を求める資料（いわゆる事前提出資料や勤務表等の写し等）については、行政
機関の指導担当者の人数分を用意させるようなことはしないようにし、提出さ
れた文書等の保存に係る文書管理の観点からも、提出は１部のみとすることを
徹底するとともに、自治体が既に保有している文書（新規指定時、指定更新時
及び変更時に提出されているもの等）については、運営指導にあたり確認が必
要であれば既に保有している文書等を確認することとし、改めて提出を求めな
いようにしましょう。 

また、運営指導においては、介護保険施設等において作成、保存等が行われ
ている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている
場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の
準備や提出は求めないようにしましょう。 

各種の書面を電磁的記録として管理しつつ、併せて印刷し紙媒体でも管理し
ている場合は、紙媒体を確認してもよいのですが、ディスプレイ上に映し出さ
れた内容と印刷されたものとを突合しなければ厳密には確認したことにはなり
ません。 

このようなことから、あくまでも運営指導においては、文書等を電磁的記録
により管理している場合（電磁的記録として文書等を作成するが、全て印刷し
た紙媒体で通常管理している場合を除く）は、行政機関の担当者が介護保険施
設等側の担当者から説明を受けながら、ディスプレイ上に映し出された文書等
を閲覧する方法で内容を確認しましょう。 

 

第３章 実施後の措置 

第１節 集団指導 

講習会形式による集団指導では参加者の出欠の確認を行うとともに、ウェブ
による資料掲示や動画配信等による場合は視聴等の確認を必ず行います。 

集団指導で説明した内容は、介護保険施設等の適正な運営に欠かせない情報
であり、運営指導においても確認のポイントとなるため、後になって説明を受
けていないとの指摘を受けないよう対策を取っておく必要があります。可能で
あれば、例えば記名式アンケート等で習熟度合いを確認することも考えられま
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すが、もしも習熟度が低いと思われる内容については、次回又は臨時の集団指
導、通知等により重ねて周知を図ることが必要です。また、特定の介護保険施
設等について集団指導で説明した内容の理解が進んでいないと考えられる場合
や集団指導に参加しない等の介護保険施設等に対しては、優先的に運営指導を
行うよう計画しましょう。 

第２節 運営指導 

１ 改善指導 

介護サービスの実施状況指導及び最低基準等運営体制指導の結果、法令等の
解釈誤り等により、人員や施設及び設備又は運営について改善を要すると認め
られる事項がある場合は、文書により根拠を示して改善指導を行います。 

ただし、これはあくまでも行政指導となるため決して強制されるものではな
いことに注意が必要です。例えば、集団指導で周知していたにもかかわらず、
特定の事務誤りが数多く見られる場合や、そもそも不正請求が行われていた場
合等、介護保険施設等自身の力では改善が期待できない場合には、監査を行い、
事実関係を確認した上で、行政指導ではあるものの従わない場合は命令を行う
ことになる勧告又は指定取消等の行政処分を検討することになります。 

２ 介護報酬の返還指導 

（１）不正請求 

不正請求とは、法令や基準に違反し、かつそれを偽って報酬を請求すること
です。具体的には、架空請求等の請求行為をいいます。例えば、実際にはサー
ビスを行っていないにもかかわらず、サービスを行ったように装い、報酬請求
を行った場合や、一定の人員基準を満たすことが要件となっている加算につい
て、人員が不足しているにもかかわらず、人員は満たされていることを装い加
算要件を満たすものと偽って請求をした場合、また、サービスの所要時間によ
って単位数が定められている場合に実際にサービスを行った時間に対応する単
位数を超えた単位数により請求した場合等がこれに当たります。 

また、法第２２条第３項では、介護保険施設等が偽りその他不正の行為によ
り介護報酬の支払いをうけたとき、その支払った額につき返還させるべき額を
徴収するとしており、不正請求が認められた場合は本条項を適用します。 

一方、制度の理解不足等による単なる誤りと認められる不当な請求について
は、例えば、ある加算報酬について一部の算定要件を満たしていないにも関わ
らず報酬を請求した場合等がこれに当たります。 

報酬請求指導において、このような不適切な請求行為が認められた場合は、
単なる誤りか、偽りその他の不正な行為かの判断（疑いを含む）が必要ですが、
偽りその他の不正な行為かの判断については監査を行って事実関係を確認しな
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ければ断定はできないため、そのような場合は速やかに監査に切り替えて事実
関係を確認する必要があります。なお、監査の結果によっては、不正ではない
という判断に至る場合もあり得ます。 

報酬請求指導又は監査により、不正請求ではなく単なる請求上の誤りと判断
し、自己点検の上、過誤調整を行うよう指導した場合については、行政指導に
は強制力がないことから、その自主的な履行を促すためには、報酬請求指導に
おいて、相手方の十分な理解と納得が必要です。 

また、過誤調整を行うよう指導した結果、それにもかかわらず指導に従わな
かったという場合については、これが相手の任意性を確保した行政指導である
ことから、当該行政指導に従わなかったことのみをもって、後になって不正請
求と判断し、返還を求める（不利益処分）ことはできません。行政指導に従わ
ないことを理由に不利益処分を行うことはできないことから、単なる誤りか不
正かの判断は、事実関係を踏まえ、様々な角度から検討し慎重に行うべきです。 

（２）加算報酬の請求と返還 

加算報酬の算定要件に関する誤った理解により当該要件を一つでも満たして
いなかった場合は、当該加算について自己点検の上、過誤調整を行うよう指導
します。ただし、前述のとおり、これらの返還を求める行政機関の行為はあく
までも相手の任意性を確保した行政指導であり、行政処分（不利益処分）とし
て報酬の返還を強制的に求める行為とは異なるものであることについて注意が
必要です。 

一方、報酬請求指導において、加算報酬の請求に関し、単なる誤りではなく、
偽りその他の不正な行為によって報酬の請求が行われていたことが判明した場
合又はその疑いがあると認められた場合は、行政指導である運営指導（報酬請
求指導）では、立入検査ができないことから、速やかに監査に切り替えて検査
を行い、事実関係を確認する必要があります。 

介護保険法上、報酬の請求に関することで指定取消等の行政処分ができるの
は、報酬の請求に不正があったときのみで、不当な請求については含まれてお
らず、これは法第２２条第３項の考え方と一致します。また、法第２２条第３
項に基づき、保険者が支払った額の返還を求める行為は、徴収金として金銭を
返還させる行政処分（不利益処分）となるので、監査による事実関係の確認が
必要です。 

報酬請求指導における加算請求の確認に関しては、本マニュアルにおいて改
めて下記のとおり考え方を整理しましたので参考としてください。 
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（３）基本報酬部分の請求と返還 

報酬請求指導は、基本的には加算報酬に関することを中心に見ていきますが、
報酬基準に規定する基本報酬部分についても併せて確認することになります。
例えば、提供したサービスとは異なる基本単位数で請求している場合や、基本
単位数に減算規定があるにもかかわらず減算せずに請求している場合等は、不
正請求に当たる可能性があります。 

一方、運営基準に規定する人員や運営に関する規定に違反があったことのみ
をもって基本報酬の返還や過誤調整を求めることはできません。それは加算も
含め報酬に関する規定は、あくまで報酬基準に規定されており、運営基準とは
直接連動するものではなく、返還が必要になるのは報酬基準に違反しているか
らであって運営基準に違反しているからではないということからです。例えば、
運営基準に規定するサービス提供記録がないという事実だけでは基本報酬の返
還を求める根拠にはならないことに注意が必要です。 

基本報酬の返還が必要となるのは、当該報酬基準に規定する基本単位数に基
づくサービス自体が行われていない場合、つまりその請求部分は架空であり不
正請求と考えられます。 

介護保険制度は、事業者と利用者の契約に基づきサービスが行われ、利用者
がそのサービスを受けた場合に保険者からその費用が利用者（被保険者）に支
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払われます。保険者から事業者へその費用の９割が支払われるのは、代理受領
制度を活用しているためで、保険者が事業者に直接補助金等を交付して事業を
行わせているわけではありません。 

以上のことから、基本報酬の返還を事業者側に求めるには、サービスが全く
行われていないにもかかわらず報酬を請求した又は基本報酬の減算規定に従わ
ず減算せずに請求したという不正行為の事実があった場合に限られます。ただ
し、金銭の返還を求める行為は行政処分（不利益処分）であることから、これ
らの行為は監査を行い、事実を確認した上で行うことになります。 
 

（４）過誤調整又は徴収金としての返還 

報酬請求指導において、不正請求ではなく単なる請求上の誤りと判断した場
合は、他にも同様の誤りがないかの確認も含め、自己点検の上、過誤調整を行
うよう指導することになります。過誤調整は、事業者側からの申し立てによる
過去の報酬請求を訂正する行為であり、あくまで事業者側の誤りであることに
ついて、事業者側の認識があることが前提です。もちろん行政処分ではありま
せん。 

不正請求やその疑いがあると認められた場合は、監査を行い、その事実が認
められた場合は、法第２２条第３項に該当し、その返還するべき金銭は強制徴
収公債権である徴収金として徴収することになります。つまり、介護保険施設
等に対して介護報酬の返還を徴収金として強制できるのは、法第２２条第３項
に該当する場合のみということになります。 

このことから、例えば報酬請求指導で発見した報酬請求上の不整合について、
不正請求であった可能性を検討せず、初めから全て単なる誤りとして整理し、
自主点検と過誤調整による自主的な返還を行うよう行政指導を行う、といった
対応は適切ではありません。それが単なる誤りであるかどうかについては、運
営指導により把握した事業所の実態を踏まえて十分検討し、必要があれば監査
を行い適切に判断する必要があります。 

 

（５）行政機関と保険者との連携 

市町村は、法第２３条に基づき、保険者としての立場だけではなく、当該保
険給付に係る居宅サービス等を担当する者に対して、つまり指定又は許可した
介護保険施設等を所管する行政機関（以下「指定等権者」という。）として運
営指導を行います。また、市町村は、指定した介護保険施設等における確認文
書や加算報酬等に関する文書等全てが確認の対象となるため、他の保険者に係
る利用者がいればその記録等も同様にその対象となります。 

一方、都道府県については、法第２４条に基づき、上記と同様に指定等権者
として運営指導を行いますが、運営指導においては都道府県が指定した介護保
険施設等に関係する確認文書や加算報酬等に関する文書等全てが確認の対象と



21 
 

なります。 
都道府県又は市町村が実施した報酬請求指導において、報酬請求の不整合が

認められた場合に不正請求ではなく単なる請求上の誤りと判断した場合は、自
己点検の上過誤調整を行うよう指導することになりますが、全ての市町村にか
かる利用者の報酬請求について自己点検の上過誤調整を行うよう指導を行い、
把握した情報は適宜関係市町村へ情報提供を行うことが必要です。 

なお、指定等権者がこのような情報提供を行った場合は、報酬請求の適正化
の確保の観点から、当該介護保険施設等に対する過誤調整の実施状況等につい
て、全ての市町村の状況等を確認することが必要です。 

 

第４章 監査への変更 

第１節 監査 

１ 監査とは 

監査は、介護保険施設等監査指針に基づき介護保険施設等において人員基準
違反や運営基準違反、不正請求、高齢者虐待等が認められた場合やそのおそれ
がある場合に法第７６条等に基づき、報告、帳簿書類等の物件の提示を求め、
関係者の出頭、質問を行うことにより情報を収集するとともに現地に立ち入っ
て検査を行い、事実関係を確認する行為です。検査とは、現状を何らかの基準
に照らして、その適合状況を確認する行為であり、その主体は行政機関となり
ます。つまり、法第７６条等に基づく報告、物件提示、関係者の出頭、質問に
より、相手方から示される情報を収集するだけでは、法令や基準等への適合状
況を確認したとはいえないため、具体の問題点を指摘して改善を求める勧告又
は行政処分を行うためには、行政機関が行う検査による事実関係の確認が必要
となります。 

２ 指導と監査 

法第２３条又は法第２４条に基づく運営指導は、指定又は許可を受けた介護
保険施設等としての一定の信頼性に基づき、相手方の任意の協力の下で行われ
るものです。そのため通常、運営指導の実施に当たってはあらかじめ実施する
旨の通知を行うことが必要です。 

実態としては、法律に規定する権限を行使し、サービスの実施状況等を確認
することになりますが、あくまでも相手方の任意の協力を前提としています。 

一方、監査は、人員・運営基準違反や介護報酬請求における不正行為、高齢
者虐待等の人格尊重義務違反等を想定し、行政機関の手による検査等を行い、
事実関係を確認するものです。法第２３条又は法第２４条には立入検査の権限
はないため、自主的な改善を促す勧告（行政指導）や、指定取消等の行政処分
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（不利益処分）を行う場合は、不正等の事実にかかる証拠の保全の観点から、
法第７６条等に規定する立入検査の権限を行使し、当該事実関係の確認を行い、
その事実の内容を確定させることが必要です。つまり、行政機関が主体となる
検査を介護保険施設等に立ち入ることにより行い、そこで初めて事実が確定で
きるということです。 

 

第２節 監査への変更の契機 

運営指導を中止して直ちに監査へ変更する必要があるのは次のような場合で
す。なお、運営指導の過程で法令違反や不正等があることが明らかである場合
はもとより、その「疑い」がある場合についても、それが事実であるか確認す
る必要があるため監査の実施が不可欠です。 

 
１ 人員、施設設備、運営基準に従っていない状況が著しいと認められる場合

又はその疑いがある場合 
 

法令、基準等の解釈誤り等により、人員や施設及び設備又は運営について改

善を要すると認められるが、例えば、同様の誤りが数多く見られる場合及びそ

れが長期に渡る場合、確認文書の不備等により確認項目が確認できない場合、

虚偽報告や虚偽答弁15が疑われる場合等、それが単なる解釈上の誤りとはいえ

ず改善指導では改善が期待できないような場合等が考えられます。 

２ 介護報酬請求について不正又は不正の疑いがある場合 

報酬基準等の単なる解釈誤りではなく、架空請求等の、請求する根拠のない
請求がある又はその疑いがある場合です。 

３ 不正の手段による指定等又はその疑いがある場合 

新規又は更新申請時の申請書の内容と指定時以降の実態が相違する場合、特
に初めから勤務する予定のない者を勤務するかのように装い指定申請書を提出
し指定を受けたような場合は、不正の手段による指定を受けた可能性がありま
す。ただし、例えば指定時に人的体制を変更した場合において、変更届の提出
がない場合であっても、その変更理由にやむを得ない事由があり妥当性が認め
られる場合は、これに該当しないものと考えられます。 

なお、許可施設である介護老人保健施設及び介護医療院にかかる許可につい
ても同様です。 

 
15 運営指導は行政指導であり、その過程で「虚偽答弁」や「虚偽報告」があったとしても罰則はない。（介護保険法第
２４条を除く） 
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４ 高齢者虐待等がある又はその疑いがある場合 

運営指導の過程で、高齢者虐待や、適切な手続きを経ていない身体的拘束等
が行われている場合やその疑いがある場合は、利用者の生命又は身体の安全に
危害を及ぼしている可能性があると捉え、直ちに監査に変更し、事実関係を確
認する必要があります。 
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Ⅱ 実践編 
 

第１章 指導の実施計画等 

第１節 指導要綱等の策定 

指導の実施に当たっては、介護保険施設等指導指針に基づき、管内における
適切な行政指導を行うための事務的なルールを定めた基準として、あらかじめ
要綱や要領等を定めておきましょう。 

指導に関する要綱や要領等は、組織体制により、介護保険制度以外の指導監
督業務も合わせて所掌している場合に、他法に基づくものも含めて全ての指導
監督対象を盛り込み、策定している場合がありますが、介護保険制度の場合は、
指導と監査の権限が法律により明確に分けられていることや、社会福祉法人制
度等とは異なり、介護保険施設等の運営法人自体の許認可権限は持っておらず、
当該運営法人が介護サービスを行い、報酬を請求できるという「指定」をして
いるに過ぎないこと等の意味を踏まえ、介護保険施設等指導指針で規定してい
る内容を適切に盛り込む必要があります。 

また、法令や基準改正等があった場合は、条項や内容を確認し適宜改正して
おくことが必要です。 

第２節 実施方針の策定 

指導に関する要綱や要領は、指導の実施方法等の事務的な取扱いルールを定
めるものですが、これらに加え、当該年度における集団指導又は運営指導は何
に焦点を当てるのか（重点事項）、運営指導の対象となる介護保険施設等の実
施数およびその選定理由等、その年度の具体的な実施方法等を定めた実施方針
を策定することが望ましいものと考えられます。 

何をどうやってどれくらい実施するかということについて、あらかじめ決め
ておけば、いわゆるＰＤＣＡ16の観点からも、年度末の結果の検証や評価が可
能となるため、次年度の実施計画を作成する際に反省点等を生かすことができ
ます。結果の評価と目標との差を認識することで次年度の方針や計画がよりよ
いものになるはずです。 

 
16 Plan（計画）,Do（実行）,Check（評価）,Action（改善）の４つを１サイクルとして改善等に取り組むこと。 
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第３節 集団指導の実施計画 

１ 内容 

集団指導は、指定又は許可を行った介護保険施設等に対し、毎年度１回以上
実施しますが、必要な情報が確実に伝わるよう、また介護保険施設等の支援と
なるような実施計画づくりが求められます。 

また、実施時期については、運営指導との連動性を考慮すると、運営指導を
行う前に行われることが望ましいといえます。具体的には運営指導の実施年度
当初又は前年度末頃に実施されることになるものと考えられますが、その指導
内容、介護保険施設等の数等によって、サービス種別毎、実施時期や場所の複
数設定も考えられます。 

なお、内容については、介護保険施設等の種類や地域の実情や課題等により
異なりますが、おおむね以下の内容が考えられます。 

 
（参考）集団指導の内容として想定されるもの 
・介護保険制度の仕組み・考え方 
・介護保険制度の改正 
・人員・施設設備・運営基準の改正 
・報酬基準の改定 
・運営指導における指摘事項の解説 
・高齢者虐待防止 
・身体拘束廃止 
・認知症施策の推進 
・労働法規の遵守 
・人材確保対策 
・消防法関係 
・災害対策 
・衛生管理 
・地域支援事業の推進 
・医療介護連携 
・法令等遵守の推進、業務管理体制の届出 
・報酬請求事務 
・事故・苦情の事例、行政への報告方法等 
・ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス提供   等 
 

 
上記に例示したもののうち、介護保険制度の仕組み・考え方については、特

に新規指定を受けた介護保険施設等については必須であるとともに、介護保険
制度の改正、人員・施設設備・運営基準の改正、報酬基準の改定については、
誤った基準の解釈による不適切なサービスや介護報酬の不正請求を起こさない
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よう、３年毎の制度及び報酬改定の時期だけではなく、毎年繰り返しその重要
性や間違えやすいポイント等を周知する必要があります。 

また、介護保険法の目的である介護等が必要な人の尊厳の確保や自立支援に、
直接関係する高齢者虐待防止や身体的拘束等の廃止、認知症施策の推進にかか
る内容についても同様に極めて重要です。なお、労働法規や消防法関係等の他
法に関わる内容については、それぞれの法律や実務を所掌する官署の担当者や
学識経験者等による講義等によることも可能です。 

２ 実施方法 

集合形式による集団指導の場合は、講義や演習等、一般的に研修において使
われる手法は全て実施可能と考えられます。実際には、行政からの一方的な講
義による説明による場合が多いと思われますが、検討テーマを設定しての演習
や制度改正に関する対応研究、身体的拘束等の廃止に向けた取組例や法令等遵
守に関する事例研究等、介護保険施設等の担当者同士の情報交換や行政も交え
た双方向の対話を行うことも考えられます。 

集団指導は、地域の実情に応じ、介護保険施設等に求められているもの、伝
えなくてはいけないものは何かを考え、実施方法や内容を工夫しましょう。 

また、講義のみによるものであっても参加者からの質問については必ず対応
しなければなりません。例えば、参加者多数の場合はあらかじめ質問票を配付
し、当日若しくは後日に参加者全部に回答する等の工夫も考えられます。なお、
参加者の出欠確認は必須です。 

一方、自治体ホームページへの資料掲載により、それを閲覧することで必要
な情報を伝達するという方法もありますが、集団指導が行政指導であることを
考えると、何をどういう理由でどう伝えるか、行政指導として伝えることは何
なのかということがわかりやすく表現された資料づくりが求められます。 

また、動画配信による場合は、遠隔とはいえ行政機関の説明者の発言を直接
聞くことで、行政指導で伝えられるべき内容が伝わりやすいというメリットが
あるため、両者を組み合わせて行うことが最も効果的と考えられます。また、
オンライン上で可能であれば、集合形式と同様に、介護保険施設等の担当者、
行政機関も交えた対話ができることが望ましいと考えられます。 

第４節 運営指導の実施計画 

１ 実施頻度 

運営指導は、指定又は許可した一の介護保険施設等について、少なくとも指
定有効期間（６年）中に１回以上は実施します。これは最低でも１回というこ
とで、地域の実情等、必要に応じ、その期間の範囲で複数回実施することも可
能です。 

また、施設系サービスや居住系サービスについては、そこが利用者の生活の
場であること等を考慮し、３年に１回の頻度で運営指導を行うことが望ましい
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と考えられます。特に特別養護老人ホームや養護老人ホームについては、老人
福祉施設指導監査指針において、一般監査の実施頻度を３年に１回としたこと
に加え、確認項目及び確認文書についても本マニュアルのそれらと整合を図っ
ており、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）及び特定施設入居者生活介
護の指定を受けている養護老人ホームについては、同指針に基づく一般監査と
併せて実施することが可能となっています。 

運営指導の頻度の決定については、実際は自治体の指導担当部門の体制や指
定又は許可した介護保険施設等の数によるところが大きいと思われますが、介
護保険施設等へ伝えるべき情報が確実に伝えられるのか、又は確認すべき事項
が確認できるのか、といった視点も重要です。例えば、新たな運営基準や加算
報酬の算定要件については、早めの情報伝達と確認が必要となることから、制
度改正等が行われた初年度から速やかに運営指導を行うように計画する、又は
新規指定を行った介護保険施設等については、指定後速やかに運営指導を行う
等、実情に応じた効果的な運営指導を行うための戦略的な工夫が求められます。
まずは運営指導の必要性を分析し現状等に対する対応策を考えた上で、実施頻
度について検討する必要があります。 

 

２ 運営指導の形態の検討 

運営指導には、自治体単独で行う一般指導と、国と都道府県又は市町村、都
道府県と市町村とで実施する合同指導がありますが、あらかじめ合同指導を実
施することが決まっていない場合は、まずは一般指導としてどの介護保険施設
等を実施対象とするかを決めておき、国又は都道府県からの依頼に応じて対応
を検討しましょう。 

国は法第２４条に基づき、単独で介護保険施設等に対し指導を行うことが可
能ですが、国と自治体との合同指導については、法第１９７条第２項に基づく
当該自治体に対する報告徴収権限に基づき、日頃の指導監督業務等に関する事
務の実施状況について面談方式等により確認した上で、必要に応じ、当該自治
体と合同で介護保険施設等に対する運営指導を行うことにしています。 

都道府県についても市町村に対する同様の権限が付与されているため、都道
府県と市町村とで合同指導を行う場合は、都道府県は当該市町村の指導監督業
務等に関する事務の実施状況を確認した上で合同指導を行うようにしましょう。
特に、平成３０年度に都道府県から市町村へ事務移管された居宅介護支援事業
所については、都道府県が所管する居宅系サービスの根本ともいうべきケアマ
ネジメントに基づくケアプランの作成や給付管理等の重要な業務を担っている
ことから、市町村が運営指導を行うに当たっては都道府県からの適切なアドバ
イスが必要です。 

また、上記の合同指導とは異なりますが、市町村同士の合同による運営指導
も実施可能です。例えば、区域外指定を行っている地域密着型サービス事業所
に対して区域内で指定している市町村と合同で運営指導を実施することも考え



28 
 

られます。以上の留意点を踏まえて実施計画を策定してください。 
 

３ 運営指導の内容 

運営指導は、利用者一人ひとりが受けた個別のサービスの質及びサービス提
供の基礎である施設設備を確認する「介護サービスの実施状況指導」、人員及
び運営の基準に規定する運営体制を確認する「最低基準等運営体制指導」、加
算等の介護報酬請求の適正実施の確保のために行う「報酬請求指導」の３種類
があります。基本的には、これらは本マニュアルで定めた確認項目及び確認文
書に基づき、併せて行うことを想定していますが、状況によってはそれぞれ実
施時期を分けて実施することも可能です。 

例えば、介護サービスの実施状況指導は、利用者が介護保険施設等から受け
ているサービスの適正性や施設設備について確認することとしており、特に施
設系サービスや居住系サービスにおいては、利用者の生活実態を確認する必要
があることや、利用者のアセスメントシート等の個人情報を取り扱うこと、施
設設備の確認は現物を行政担当者が直接見て確認する必要があること等、これ
らは直接現地の実態を見なければわからないため、指導事務担当者による現地
訪問が必要不可欠です。 

一方、最低基準等運営体制指導や報酬請求指導については、基本的には文書
の確認が中心となるため、行政機関が介護保険施設等に所在する文書（確認文
書）について、セキュリティの十分な確保を前提に、確認文書の全部又は一部
を介護保険施設等とオンライン会議システム等又は確認文書の事前提出17によ
り共有できれば、各確認項目についてオンライン会議システム等を活用し遠隔
での指導も可能と考えられます。 

また、感染症等の発生により、現地訪問が困難な状況となった場合には、介
護サービスの実施状況指導を延期した上で、その他２つの指導にかかる全部又
は一部の確認文書の共有が可能な場合は、オンライン会議システム等を活用し、
その部分のみ運営指導として行うことも考えられます。この場合、延期した介
護サービスの実施状況指導や遠隔で実施できなかった確認項目は、感染症等の
収束後に改めて確認するということになります。なお、その意味から運営指導
の実績とするには、３種類の指導の形すべてを実施する必要があります。 

今後は、ICT を駆使した遠隔によるコミュニケーションの形が普及していく
と思われますが、遠隔による運営指導を行う場合は、介護保険施設等の十分な
理解とセキュリティの確保が必要であるとともに、介護保険施設等及び行政機
関双方の過大な事務負担とならないようにしなくてはなりません。また逆に運
営指導を行うこと自体を目的化し行政機関の事務の軽減のみを狙ったオンライ

 
17 確認文書については、オンライン会議システム等の機能を活用した共有、PDF 等の電子媒体による事前提出、又は

事前に原本を提出させ、行政機関側で必要な写しを取り、原本を返却する方法等による共有方法を想定。介護保険施設

の側にできるだけ負担のない方法で行う。 
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ンの活用も許されません。 
なお、感染症等の発生等により介護保険施設等がその対応に注力しなければ

ならなくなる事態ともなれば、現地訪問はもとより、オンライン会議システム
等を使った指導についても行うことは困難です。 

そのような場合は、運営指導は当分の間延期し、その代わりに遠隔による集
団指導の実施による制度周知の徹底や、介護保険施設等による自己点検を励行
する等、今できることは何か、今やらなければならないことは何かを考え、実
行に移しましょう。 

４ 所要時間の短縮等 

本マニュアルでは、標準化・効率化の観点から運営指導時における確認項目
及び確認文書を定めています。運営指導における確認すべき事項や見るべき文
書を絞ったことにより、一の介護保険施設等あたりの所要時間の短縮を進める
ことができると考えられます。 

また、同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導につい
ては、介護保険施設等の側の都合を十分に考慮し、できるだけ同日又は連続し
た日程で行う等、効率的な実施計画を策定しましょう。 

特に介護保険の事業所として指定を受けていない有料老人ホーム等に併設し
た訪問介護等の事業所がある場合や、事業グループを形成するなどして同一敷
地又は近隣に事業所がある場合は、人員の兼任状況等、確認すべき事項がある
ので、いくつかの事業所を併せて実施するよう計画してください。 

なお、老人福祉法に基づく一般監査等、介護保険法に関連する法律に基づく
指導・監査についても、自治体内で調整できれば、同時実施が可能ですので検
討してみましょう。 

 

第２章 集団指導の実施 

第１節 実施通知 

１ 実施通知の発出 

（１）発出時期 

集団指導を講習会形式により開催する場合の実施通知は、介護保険施設等の
管理者等の参加を求めることになるため、勤務状況を考慮し２月以上前までに
通知する必要があるでしょう。 

また、オンライン会議システム等を活用し説明を動画又はライブ配信で予定
している場合も同様です。自治体ホームページへの資料掲載や動画配信、繰り
返し閲覧や動画の視聴が可能と考えられるため、その期間を十分に確保する場


